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青
森
県
告
示
第
百
八
十
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日
、
十
三
日
及
び
同
年
二
月
十
四
日

収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal	 ㎏

水
分
％

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
８

同
左

協
同
飼
料

マ
マ
８
ハ
イ
パ
ー
Ｅ
Ｘ

24.1
19.4

4.0
0.89

0.69
1.7

5.5
－

－
－

80.0
－

13.3

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
８

同
左

日
配
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼
料

バ
ラ
ン
ス
ア
ッ
プ
18

24.1
18.7

5.6
4.38

0.50
2.1

13.1
－

－
－

－
2,900

11.9
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青
森
県
告
示
第
百
八
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
家
畜
保

健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

(

生
後
九
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

(

生
後
九

十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

青 森 県 報平成24年３月９日 金曜日 第3511号 �� �
東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
８

同
左

協
同
飼
料

ウ
ェ
イ
ク
ラ
イ
フ

24.1
15.3

3.2
0.75

0.72
3.8

5.3
－

－
－

72.0
－

13.8

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

か
ぁ
ー
ち
ゃ
ん
10

24.1
17.0

3.3
1.04

0.90
5.3

7.4
－

－
－

69.7
－

13.4

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

23.12
17.9

5.6
4.29

0.60
2.6

13.3
－

－
－

－
2,800

11.9

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
Ａ

24.1
19.0

5.5
0.89

0.64
1.6

5.1
－

－
－

81.1
－

12.8

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
６

同
左

Ｎ
Ｈ
� 17

24.2
16.5

4.9
4.99

0.53
1.6

14.6
－

－
－

－
2,850

11.9

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
６

同
左

マ
ザ
ー
Ｂ
Ｂ

24.2
16.5

3.6
3.38

0.64
2.3

11.5
－

－
－

－
2,750

12.6

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24番
地
６

同
左

Ｆ
Ａ
� 18Ｎ

24.2
18.7

5.0
4.54

0.58
1.5

13.7
－

－
－

－
2,870

12.2

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ブ
ル
セ
ラ
病
に
つ
い
て
は
凝
集
反
応
検
査

(
急
速
凝
集
反
応)

、
結
核
病
に
つ
い
て
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ヨ
ー
ネ
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
六
か
月
齢
以
上
の

乳
用
雌
牛
及
び
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
六
か
月
齢
以
上
の
肉

用
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
法
に
よ
る
検
査
、
エ
ラ

イ
ザ
法
に
よ
る
検
査
又
は
ヨ
ー
ニ
ン
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
な
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
伝
染
性
貧
血
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

１

実
施
区
域
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
馬
及
び
こ
れ
ら

の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

２

実
施
区
域
内
で
種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬
及
び
こ
れ

ら
の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

３

実
施
区
域
内
で
競
馬
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

に
よ
る
競
馬
に
出
場
す
る

馬

青 森 県 報�����	
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４

実
施
区
域
内
で
飼
育
又
は
放
牧
等
し
て
い
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
パ
ラ
チ
フ
ス
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
の
用
に
供
す
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る

も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
凝
集
反
応
検
査

(

急
速
凝
集
反
応)

青
森
県
告
示
第
百
八
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
馬
伝
染
性
子
宮
炎
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
子
宮
炎
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
の
用
に
供
す
る
馬
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る

も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
豚
コ
レ
ラ
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

豚
コ
レ
ラ
の
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査

青 森 県 報平成24年３月９日 金曜日 第3511号 �� �
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青
森
県
告
示
第
百
八
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
百
八
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
凝
集
反
応
検
査

(

急
速
凝
集
反
応)

青
森
県
告
示
第
百
九
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
み
つ
ば
ち
の
腐ふ

蛆そ

病
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

み
つ
ば
ち
の
腐ふ

蛆そ

病
発
生
予
防
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
み
つ
ば
ち
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
肉
眼
的
検
査
及
び
そ
の
他
必
要
な
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
を
受
け
る
こ

と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青 森 県 報�����	
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
予
察
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
血
清
抗
体
検
査
及
び
そ
の
他
必
要
な
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流

行
熱
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
発

生
予
察
の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査

青
森
県
告
示
第
百
九
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
牛
の
薬
浴
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

牛
体
ダ
ニ
駆
除

(

タ
イ
レ
リ
ア
病
発
生
予
防)

の
た
め

二

実
施
す
る
区
域

青
森
県
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
区
域
内
で
放
牧
さ
れ
て
い
る
牛
で
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指

定
す
る
日

五

薬
浴
の
方
法

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
噴
霧
又
は
プ
ア
オ
ン

青
森
県
告
示
第
百
九
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
河
川
国
道
事
務
所
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二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

道
路
計
画)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

上
北
郡
六
戸
町
金
矢
〜
犬
落
瀬
岡
沼

地
内

青
森
県
告
示
第
百
九
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
公
園
事
業
を
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業

(

二
・
二
・
五
十
五
号

成
瀬
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
東
大
野
二
丁
目
六
番
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


